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平成２９年１２月１９日（第５日） 

開議     １３時００分  

○議長 星 正彦君  

これから本日の会議を開きます。  

 日程はお手元に配布のとおりです。  

 先ず、竹内議員から１２月１２日の会議の於ける発言について、会議規則第６３条の規定

によりお手元に配布しました発言取消申出書に記載した部分を取り消したいとの申し出があ

りました。 

 お諮りいたします。  

 これを許可することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって竹内議員からの発言の取消の申出を許可することに決定し

ました。 

 これより日程に入ります。  

 日程第１ 議案第６６号及び日程第２ 議案第６８号の２件を一括して議題とします。  

 本案は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。  

 須藤民生産業委員長。  

○１３番 須藤 敏夫君  

 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第６６号 鞍手町農業委員会の委員の定数に関する条例。  

 議案第６８号 鞍手町総合福祉センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。 

 本委員会は、１２月１３日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決す

べものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 星 正彦君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第６６号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第６８号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第６６号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第６８号について討論はありませんか。  
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 岡﨑邦博君。 

○１１番 岡﨑 邦博君  

 議案第６８号は、入浴施設の福祉棟を廃止して民間業者に貸し出し、その後総合福祉セン

ター全体を閉鎖した上で、売却に道を開く議案となっているため反対の立場から討論します。 

 福祉棟の利用者は近年減少しているとはいえ、２８年度で年間高齢者が述べ１万７千人、

福祉棟全体で述べ２万５千人が利用し、総合福祉センター全体では述べ９万４千人が利用し

ている利用頻度の高い施設で、近隣の市町村にはない鞍手町が誇る保健福祉施設です。  

 町は入浴施設が赤字だとか経費が係りすぎるというが、福祉施設はそもそも収益を上げる

施設ではなく、収支の善し悪しという尺度で存廃を判断するような施設でもありません。ま

た、築後１７年しか経過しておらず、鞍手町の公共施設の中では一番新しく、ボイラー等の

改修が必要だとしても今後十分に活用出来る施設であり、本来廃止を考えること自体が間違

っています。 

 町長は私の質問に対して町民のための施設ですと答弁したが、心からそう思うなら廃止す

るのではなく、町民全てが生き生きと生活出来る環境づくりを目指すという設置目的に沿っ

てより多くの人が利用出来るように知恵を出し、改善していくことがこの施設を作った行政

の勤めです。 

 今後、団塊の世代が後期高齢者になり、益々高齢者の増加が込みまれ、如何に健康寿命を

延ばすかが国の命題となっている中で高齢者の憩いの場である福祉棟を廃止し、更に総合福

祉センターを閉鎖して民間業者への売却を可能にする議案には理解出来ない、町民の健康や

福祉の充実を図るならば保健福祉施設を移転しコンパクトにするのではなく、福祉棟は勿論

総合福祉センター全体を充実して、より多くの人が利用しやすい施設にすべきではないか。  

 一旦この議案が通ってしまえば、毎日福祉棟でお風呂に入りゆっくりと１日を過ごしてい

る高齢者の人達の暮らしがずたずたになり、日々の生活に大きな不安を与えかねません。  

 更に、総合福祉センター全体を民間業者に売却することになれば、今まで総合福祉センタ

ーを拠点として健康の維持管理に勤めてきた人達が拠点を失い、町民の健康や福祉の大幅に

後退を招き、高齢者や利用者にとっては非常に冷たい施策と言わざるを得ず、到底賛成する

ことは出来ません。従って議案第６８号に断固反対いたします。  

○議長 星 正彦君  

 他に討論はありませんか。  

 これで討論を終わります｡ 

 これから採決を行います。  

 議案第６６号 鞍手町農業委員会の委員の定数に関する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第６６号は委員長報告のとおり可決されました。  
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次に、議案第６８号 鞍手町総合福祉センター設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。   

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第６８号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、日程第３ 議案第６９号から日程第７ 議案第７２号までの５件を一括して議題と

します。 

本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。 

田中総務文教委員長。  

○６番 田中 二三輝君  

 総務文教委員会の審査報告をいたします。  

 議案第６９号 専決処分の承認（平成２９年度鞍手町一般会計補正予算第４号）。  

 本委員会は、１２月１３日に付託された上記議案を審査の結果、原案を承認すべものと決

定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

 次に、議案第６７号 鞍手町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。  

 議案第７０号 平成２９年度鞍手町一般会計補正予算（第５号）。  

 議案第７１号 平成２９年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）。 

 議案第７２号 平成２９年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特別会計補正予算（第

２号）。 

 本委員会は、１２月１３日に付託された上記議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 星 正彦君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第６９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第６７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第７０号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第７１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
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 次に、議案第７２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第６９号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第６７号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第７０号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第７１号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第７２号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第６９号 専決処分の承認（平成２９年度鞍手町一般会計補正予算第４号）を採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は承認であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。   

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって議案第６９号は委員長報告のとおり承認されました。  

 次に、議案第６７号 鞍手町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採決

します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。   

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって議案第６７号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第７０号 平成２９年度鞍手町一般会計補正予算（第５号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。   

（「挙手」多数）  
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 挙手多数です。よって議案第７０号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第７１号 平成２９年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。   

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって議案第７１号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第７２号 平成２９年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特別会計補正予

算（第２号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。   

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって議案第７２号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に進みます。  

 日程第８ 意見書第１号及び日程第９ 意見書第２号を一括して議題とします。  

 提出者を代表して６番議員 田中二三輝君に趣旨説明をお願いします。  

 田中二三輝君。 

○６番 田中 二三輝君  

 意見書第１号及び意見書第２号を提案いたします。  

 意見書第１号 北朝鮮の核実験を厳しく糾弾し、対話による核・ミサイル問題の解決を求

める意見書。 

 意見書第２号 核兵器禁止条約への参加を求める意見書。  

 別紙意見書案を提出。  

 平成２９年１２月１９日提出。  

 提出者 鞍手町議会議員田中二三輝君。同じく須藤 敏夫君。 

 提案理由。 

 地方自治法 昭和２２年法律第６７号 第９９条並びに鞍手町議会会議規則 昭和６２年

鞍手町議会規則第１号 第１３条 第１項及び第２項の規定により提案する。  

○議長 星 正彦君  

 お諮りいたします。  

 意見書第１号及び意見書第２号は質疑討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。意見書第１号及び意見書第２号は質疑討論を省略します。  

 これから採決を行います。  

 意見書第１号 北朝鮮の核実験を厳しく糾弾し、対話による核・ミサイル問題の解決を求
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める意見書を採決します。  

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって意見書第１号は原案のとおり可決されました。  

 次に、意見書第２号 核兵器禁止条約への参加を求める意見書を採決します。  

 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって意見書第２号は原案のとおり可決されました。  

田中二三輝君。  

○６番 田中 二三輝君  

 この際、德島町長に対し辞職を勧告する決議について動議を提出いたします。  

（「賛成」の声あり）  

○議長 星 正彦君  

 只今、田中二三輝君から德島町長に対し辞職を勧告する決議について動議が提出されまし

た。 

 この動議は２人以上の賛成者がありますので成立しました。  

 この動議を日程に追加し、追加日程第１ 決議第１号として議題とすることについて採決

します。 

 この動議を日程に追加し、追加日程第１ 決議第１号として議題とすることに賛成の方は

挙手を願います。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。  

 よってこの動議を日程に追加し、追加日程第１ 決議第１号として議題とすることに可決

されました。 

 追加日程第１ 決議第１号 德島町長に対し辞職を勧告する決議についてを議題とします。 

 先ず、決議第１号は口頭により提出されましたが、内容が重要であること、また内容を明

確にし、決議後に疑義を生じさせないため田中二三輝君にお尋ねします。  

 決議案を今から提出できますか。  

 田中二三輝君。  

○６番 田中 二三輝君  

 はい。提出できます。  

○議長 星 正彦君  

 それでは決議案を事務局に配布させますのでしばらく休憩します｡ 

休憩 １３時２０分  

再開 １３時２２分  

○議長 星 正彦君  
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 会議を再開します。  

 それでは、提案理由の説明を求めます。  

 田中二三輝君。  

○６番 田中 二三輝君  

 提案理由の説明につきましては、只今配布いたしました案文を朗読して提案に替えさせて

いただきたいと存じます。  

 德島町長に対する辞職勧告決議（案）。 

 德島町長は「議会軽視」「議会での虚偽答弁」「くらて病院への不当介入」など自分勝手な

町政運営を続け、町民の期待を大きく裏切り続けている。  

 本年９月開催の鞍手町議会定例会において、「くらて病院が混乱している認識はない」「辞

職する医師は無責任」などの答弁をおこない、くらて病院の信頼と医師の名誉を傷つけた。 

自己を正当化するだけの目的で虚偽答弁を繰り返し、町民の対しても事実と異なる説明を切

り返すなど、德島町長こそが最も無責任であることを自ら自覚すべきである。  

 黒字経営が続いているくらて病院に対し、独断により自らの支援者を理事や事務局長にす

るよう強要し、病院へ不当な介入を繰り返し行い、内科常勤医師を辞職に追い込んだ結果、

多くの患者やその家族に大きな不安を与え、地域医療崩壊の危機を招いている  

 德島町長は病院の正常化と口では言ってはいるが、そもそも安定した医療を提供していた

くらて病院が現在の状況に陥った全ての責任は、德島町長の自己本位な悪質で執拗な不当介

入にあり、德島町長の責任は極めて重大である。  

 このことは、「地方独立行政法人くらて病院運営の正常化に関する調査特別委員会」に於い

て明らかとなっている。その調査報告書を謙虚に受け止めず、その後の発言や態度からは全

く反省がないと判断せざるを得ない。  

 これまでも、德島町長は議会に対して自らが提出した議案の内容を十分に把握せずに、議

員の質問に対し答弁に詰まった挙げ句、「忙しいので気がつかなかった」など、軽々しく答弁

し議会を軽視した姿は、町民を軽視していることに繋がる。  

 この軽々しく答弁する姿勢は答弁を二転三転させ一貫性が無いばかりか、発言を容易に取

り消すなど、議会を混乱させていることは到底ゆるされるものではない。  

 また、庁舎内で十分に協議検討されたものではなく、法や条例を軽視し、熟慮に欠けた町

長自らの浅はかな思い付きで新規事業に取り掛かろうともした。しかし、議員からの質問に

答えられず、簡単に議案を取り下げた行為は、町政に対する真剣さに欠け、町長としての資

質のなさを自ら暴露した。  

 更に、この１２月開催の鞍手町議会定例会に於いて、議員からくらて病院の患者とその家

族及び鞍手町民に対し謝罪と不当介入を行わないとの誓約を求められたが、德島町長は即刻

応じようとはせず、「懺悔の念」はみじんも感じられない。  

 本来、町長という職は町の代表者として公平・誠実に職務を全うしなければならない大変

重い職責がある。德島町長はこのことを理解せず自己中心的な考えに終始している。  
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 よって、鞍手町議会は行政の長としての資質を欠く德島町長に対し、町政を正常化するた

めに辞職を勧告し決議するものである。  

 以上でございます。  

○議長 星 正彦君  

 これから質疑を行います。  

 決議第１号 德島町長に対し辞職を勧告する決議について質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 決議第１号 德島町長に対し辞職を勧告する決議について討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 決議第１号 德島町長に対し辞職を勧告する決議について採決します。  

 決議第１号 德島町長に対し辞職を勧告する決議に、賛成の方は挙手を願います。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって決議第１号 德島町長に対し辞職を勧告する決議は可決されました。 

 次に進みます。  

 日程第１１ 閉会中の継続事件を議題とします。  

 各委員長から目下審査する事件について会議規則第７４条の規定に基づき、お手元に配布

しましたとおり、閉会中の継続審査の申し出があっております。  

 お諮りいたします。  

 各委員長の申し出のとおり継続審査することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって各委員長から申し出のとおり、継続審査することに決定し

ました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。  

 これをもって平成２９年第５回定例会を閉会します。  

閉会 １３時３０分  
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